
42　岐阜大学

様式３

中期目標原案・中期計画案一覧表
（法人番号　４２ ）           （大学名）　岐阜大学

中　期　目　標　原　案 中　期　計　画　案
（前文）大学の基本的な目標
［理念］
　岐阜の地は、清流の国と称される豊かな自然に恵まれ、東西文化が接触する地理
的条件や歴史的な背景による多様な文化と技術を創造し、伝承してきた。岐阜大学
は、岐阜の地のこのような特性を継承するとともに、「人が育つ場所」という風土の中
で「学び、究め、貢献する」人材を社会に提供する。そして法人自体も「学び、究め、
貢献する」地域にとけこむ大学であるべきことを理念とする。
　岐阜大学は、全ての学部・研究科が１つのキャンパスにある特徴を教育・研究の両
面に活かし、特に、高度な専門職業人の養成に主眼を置いた教育、教育の基盤とし
ての質の高い研究、地域に根ざした国際化を展開する。さらに、これらの成果を地域
還元することなどにより、地域社会の活性化の中核的拠点として、地方創生の一翼
を担う。
［目標］
１．教育
　岐阜大学は、学生の主体的な学びを推進し、教育の質保証システムを充実させ、
高度な専門職業人の養成と地域単位でのTeach for Communities を実現する。理工
系の大学院修士課程に、デザイン思考の教育を導入し、リベラルアーツに関する共
通教育を重点的に行うことによってイノベーションを支える人材の養成を強く進める。
また、国際水準の医学教育開発の推進などに重点的に取り組む。
２．研究
　岐阜大学は、教育の基盤としての質の高い研究活動をそれぞれの分野で着実に
実践する。その中でも本学の強みである生命科学分野、環境科学分野、ものづくり
分野における岐阜大学の独創的な研究領域の先進的研究拠点形成を目指し、その
成果を社会に還元する。
３．国際化
　岐阜大学は、地域に根ざした国際化と成果の地域還元によってグローカル化を実
現する。多文化共生型による国際教養コースの設置、日本人学生と留学生の混在
型教育の充実、留学生の組織化や就職支援の充実など、国際化につながる施策を
推進する。
４．社会貢献
  岐阜大学は、地域志向を重視した教育、研究を実践し、国際化を推進することによ
り地域社会を支える。特に「地」×「知」の拠点（ＣＯＣ）整備事業は、県内外の他大
学、自治体、地元企業等との連携を拡大したＣＯＣコンソーシアムを形成することに
より、地方創生推進事業への取り組みを一層量的に増大、質的に深化させる。また、
大学病院を中心とした地域における高度医療拠点機能のさらなる充実、岐阜県と連
携した地域社会への貢献事業を推進する。
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2 ② 5
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◆　中期目標の期間及び教育研究組織
１　中期目標の期間
　中期目標の期間は、平成28年4月1日から平成34年3月31日までの６年間とする。
２　教育研究組織
　この中期目標を達成するため、別表１に記載する学部・研究科及び別表２に記載
する教育関係共同利用拠点を置く。
Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置
１　教育に関する目標 １　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標 （１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置
1 地域の教育を支える人材、地域及び世界に貢献できる人材、豊かな国際感

覚を備えた人材、及び生命科学分野、環境科学分野、ものづくり分野におけ
る人材を養成する。

①－１ 地域の教育を支える人材を養成するため、理論と実践の往還型学修（ＡＣＴ
プラン）の教育効果をさらに高めることにより、ミッションの再定義に記載した
教育学部卒業生の岐阜県における小学校教員の占有率を40％確保する。
教職大学院においては教員就職率100％を目指すとともに、岐阜県教育委
員会と連携した学校管理職養成コースを平成29年度までに設置する。

①－２ 医学分野においては、地域及び世界に貢献できる人材を養成するため、医
療者教育フェローシップ・プログラムの構築など教育関係共同利用拠点とし
ての取組を推進し、第３期中期目標期間中に同プログラムへの参加者数を
120名以上確保する。獣医学分野においては、鳥取大学との連携による共
同獣医教育プログラムを平成31年度に検証し改善する。

①－３ 豊かな国際感覚を備えた人材を養成するため、平成28年度に地域科学部に
国際教養コースを設置し、学外研修や多文化共生型の教育プログラムを実
施する。

①－４ 生命科学分野、環境科学分野、ものづくり分野における人材を養成するた
め、理工系修士課程にリベラルアーツを含むデザイン思考の共通教育科目
を平成29年度までに２科目以上開講するとともに、インフラマネジメントに関
する教育プログラムを開講し、イノベーションを支える教育プログラムを実施
する。

教学ＩＲの結果に基づいて、教育に関する３つの方針（アドミッション・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）を見直すとともに、それら
を基にした教育を実践し、教育の質を保証する。

②－１ 教育の質を保証するため、アウトカム検証、教学IRの結果に基づいて教育
に関する３つの方針（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプ
ロマ・ポリシー）を平成29年度までに見直すとともに、シラバス、教育方法、
成績評価などに関する教学マネジメントの強化と新たなポリシーに基づく教
育を平成30年度までに実施する。

　「岐阜大学の国際化ポリシーとビジョン」に基づき、全学共通教育における
英語の教育内容や教育方法を充実する。

③－１ 学士課程教育のグローバル化を推進するため、全学共通教育において各
学部の人材養成に応じた英語運用能力の基準と目標を平成28年度に定
め、それに基づき組織化された教員集団による英語教育を実施する。
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4 ④ 7

5 ① 8

6 ② 9

① 10

11

8 ② 12

9 ③ 13

① 14

15

岐阜大学が目指す３つの基盤的能力（進める力、伝える力、考える力）を高
めるため、主体的な学びを推進する。

④－１ 学生の主体的な学修活動を推進するため、学生参加、共同学修などのアク
ティブ・ラーニングを取り入れた授業を平成30年度までに各学部で4科目以
上開講する。

（２）教育の実施体制等に関する目標 （２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置
学部・研究科の優れた教育改善の取組を共有することにより、教育の質保
証システムを改善・向上させる。

①－１ 教育推進・学生支援機構は学部・研究科と連携して学生による授業評価、
教員のリフレクション、ナンバリング・システムの導入、ＦＤ活動等に基づく全
学的な点検・評価・改善の実施体制（ＰＤＣＡサイクル）を確立する。

社会人の学び直しを支援するため、教育環境を整備する。 ②－１ 社会人のニーズに応じた教育プログラムを提供するとともに、公開講座、夜
間・土日の開講、ＩＣＴの活用など、社会人が学びやすい受講環境を整備す
る。

（３）学生への支援に関する目標 （３）学生への支援に関する目標を達成するための措置
7 多様な学生への学修支援、生活支援、就職支援などを推進する。 ①－１ 教育推進・学生支援機構は学部・研究科と連携してそれぞれ実施している

学生への学修支援、生活支援などの支援内容を確認するとともに、役割を
明確にした上で実施する。特に障がいのある学生への学修支援、留学生へ
の健康管理支援などに対応する協力体制を確立する。

①－２ 学生のキャリア形成や就職活動を支援するため、全学共通教育で開講して
いるキャリア形成科目やインターンシップ科目の受講者に対してアンケート
調査を行い、その結果に基づいて授業を改善する。

勉学の奨励やグローバル人材を育成するための奨学金制度等を充実させ
る。

②－１ 支援学生の増大につなげるため、応援奨学生制度、学生の短期海外研修
制度に対する支援額を平成33年度までに平成27年度比で20％以上拡充す
る。

学部を超えた交流の場として、アカデミック・コモンズを充実し、積極的に活
用できる環境を整備する。

③－１ 学部を超えた学生の主体的な交流の場としてのアカデミック・コモンズの利
用を促進するため、アカデミック・ラーニング・サポート（アカデミック・コモンズ
における主体的学修を促進するための組織）において、学修相談、履修相
談、自主ゼミ等の活動を支援できる体制を確立するとともに、その活動を担
うスチューデント・アシスタント（ＳＡ）を年間５名以上育成する。

（４）入学者選抜に関する目標 （４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置
10 ミッションの再定義及び岐阜大学の国際化ポリシーとビジョンに基づいてアド

ミッション・ポリシーを見直し、入学者選抜の方法を改善する。
①－１ 多面的・総合的な評価など入学者選抜の方法を改善するため、入学時関連

情報と卒業・修了時関連情報を分析し、その結果に基づきアドミッション・ポ
リシーを平成29年度までに見直す。

①－２ 国際人として身に付けるべき英語によるコミュニケーション力や普遍的な多
様性・異文化理解力等を涵養するため、各研究科での人材養成に応じた英
語運用能力の基準と目標を定め、入学試験に語学検定試験を活用した学
力評価を平成30年度までに導入する。

3



42　岐阜大学

11 ② 16

① 17

18

19

20

① 21

22

23

24

14 ② 25

地域の教育の拠点としての役割を果たすため、入学者選抜の方法を改善す
る。

②－１ 地域の教育の拠点としての役割を果たすため、岐阜県教育委員会等と連携
して教育学部の入学者選抜に地域枠などを第３期中期目標期間中に導入
する。

２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標を達成するための措置
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 （１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置
12 岐阜大学の強みである生命科学分野、環境科学分野、ものづくり分野にお

いて独創的で先進的な学術研究を推進し、持続可能な社会の創生に貢献で
きる成果を社会に還元する。

①－１ 糖鎖科学研究を基軸とし、比較腫瘍、人獣共通感染症、新規創薬などの医
学・獣医学・薬学連携研究をはじめとする次世代生命科学研究を推進し、そ
の研究成果を社会に還元する。

①－２ 環境科学、特に流域圏保全学分野において、森林・水資源及びこれらに関
わる物質動態の管理方策を提案するための研究を推進し、自然環境と人間
社会の持続性に資する情報を発信する。また、岐阜県との連携により流域
圏保全や防災に関する研究を推進し、研究成果を社会に還元する。

①－３ 再生可能エネルギーも含めた効率的な長期保存を視野に入れたエネル
ギー貯蔵技術及び安定的活用を発展させる次世代エネルギー研究を推進
し、その成果を社会に還元する。

①－４ 複合材料など新素材と次世代金型の研究を推進し、その成果を社会に還元
する。

（２）研究実施体制等に関する目標 （２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置
13 生命科学分野、環境科学分野、ものづくり分野における研究を推進するため

に研究拠点を設置するとともに、拠点に対する学内の支援体制を整備する。
①－１ 糖鎖科学研究を基軸とし、比較腫瘍、人獣共通感染症、新規創薬などの医

学・獣医学・薬学連携研究をはじめとする次世代生命科学研究を推進する
ため、研究拠点を平成29年度までに設置する。

①－２ 森林・農地、水環境、流域情報を俯瞰する流域圏保全学を学際的研究分野
とする全国的な研究拠点として強化する。

①－３ 複合材料など新素材の研究と次世代金型の研究を行うものづくり拠点とし
て、次世代金型技術研究センターを平成28年度に設置する。

①－４ 各研究拠点における研究推進体制を強化するため、研究推進支援人材を
研究推進・社会連携機構に配置する。

教育の基盤となる質の高い研究を着実に進展させるため、全学的な研究支
援体制を整備する。

②－１ 大学全体の研究レベルを上げるため、ＩＲ分析を踏まえ、リサーチ・アドミニス
トレーター（ＵＲＡ）による個々の教員に適した支援や助言を含め全学的な研
究支援を行うことにより、学術論文公表数を平成33年度までに平成27年度
比で5％以上向上させる。

３　社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標 ３　社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成する
ための措置
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① 26

27

28

29

② 30

31

③ 32

33

④ 34

35

36

15 「地域にとけこむ大学」として、地域を志向した教育・研究を全学的に実践
し、地域と協働して地域志向人材を育成する。

①－１ 「次世代地域リーダー育成プログラム」を実践し、地域を知り、地域の課題を
見つけ、地域の課題解決に向けて行動する「地域リテラシー」を習得した「地
域志向人材」を平成29年度以降、毎年20名以上、社会に送り出す。

①－２ 地域の課題発掘及び地域の課題解決に取り組むため、多様な人々が集う
「場」としてのフューチャーセンターの運用等を行う。

①－３ 地域の課題解決に取り組むため、地域ニーズを踏まえた学際的研究など地
域志向研究活動を推進する。

①－４ 「地」×「知」の拠点として継続的・発展的に事業が推進できる体制を構築す
るため、地域協学センター専任教員を複数名配置するなど学内資源の再配
分を行う。

16 地域と大学が連携して大学の資源を活用することで、地域社会が抱える超
高齢社会等の課題解決に貢献する。

②－１ 地域コミュニティの再生や地域産業の活性化、人口流出抑制・地元定着率
向上に向けた地域活性化・振興策についての教育・研究を実施する。

②－２ 広く地域の要請と期待に応え、地域が抱える諸問題に適確に対応するた
め、『岐阜大学地域戦略ビジョン（仮称）』を平成28年度に策定し、実行する。

17 岐阜県と連携し、地域課題に密着した実践的な教育研究を行うことにより地
域社会に貢献する。

③－１ 岐阜県中央家畜保健衛生所と協働して産業動物の衛生学を中心とした実
践的獣医学教育プログラム（産業動物衛生管理総合教育）を実施する。

③－２ 清流の国ぎふ防災・減災センターと協働して岐阜県に特有の自然災害に関
する防災・減災のための調査研究並びに地域における防災リーダー育成事
業を実施する。

18 産官学連携の推進により、地域産業界の発展に貢献する。 ④－１ 産学連携に関する広報活動等の拡充を通じて共同研究を推進し、第３期中
期目標期間中の共同研究契約総額を第２期中期目標期間の総額比で15％
以上増加させる。

④－２ 地域産業界のニーズに応える研究活動を推進するとともに、研究成果の権
利化を進め、第３期中期目標期間中の特許出願件数を第２期中期目標期間
の件数比で10％以上増加させる。

④－３ 自治体及び金融機関と連携し、地域の特徴を活かしたプロジェクトを創出す
るなど、地域産業の振興を支援する。

４　その他の目標 ４　その他の目標を達成するための措置
（１）グローバル化に関する目標 （１）グローバル化に関する目標を達成するための措置
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① 37

38

39

40

41

42

20 ① 43

21 ② 44

22 ③ 45

23 ④ 46

19 「岐阜大学の国際化ポリシーとビジョン」に基づき、国際化につながる施策を
推進するとともに、その成果を地域に還元し、地域社会のグローカル化に貢
献する。

①－１ 大学の国際化を推進するため、複数の協定大学への海外共同実験室の設
置・活用やダブルディグリー・プログラムを推進するとともに、平成31年度を
目途にジョイントディグリー・プログラムを整備し実施する。

①－２ 海外高等教育機関との連携ネットワークの強化、インターンシップの推進、
教育研究活動への適切な参画モデルの策定等により、外国人留学生の修
学・就職支援を強化する。

①－３ 日本人学生の短期海外研修制度の活用や海外留学モデルの構築等によ
り、日本人学生の海外留学生数及び派遣学生数を第３期中期目標期間中
に延べ500名以上にする。

①－４ 教員の海外研修及び海外留学を推進するとともに、事務職員を対象とした
海外実務研修制度を整備する。

①－５ 地域企業のグローカル化に関するニーズ等を踏まえ、本学の国際化活動に
関してＩＲ分析を行い、地域社会のグローカル化支援に活用する。

①－６ 応用生物科学研究科及び工学研究科における秋入学を活用した英語によ
る教育コースの点検・改善及び地域科学部における国際教養コースの設置
等により、日本人・留学生の混在型教育を実施する。

（２）附属病院に関する目標 （２）附属病院に関する目標を達成するための措置
特定機能病院として、さらに高度な医療を提供する。 ①－１ 地域連携の基盤に立ち、先進・高度医療、難治性疾患等の拠点病院機能を

強化するとともに５疾病５事業（５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿
病、精神疾患、５事業：救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周
産期医療、小児救急医療を含む小児医療）に関して更なる先進的な医療が
行えるよう機能を強化する。

様々な医療を必要とする患者の視点に立った、地域の中核となる医療人を
育成する。

②－１ 診療参加型臨床実習及び初期臨床研修による卒前から卒後臨床研修まで
の一体的な教育体制を強化するとともに、地域連携プログラムを利用し、自
治体等と連携して、地域医療を担う人材を育成する。

拠点病院の機能を活用し、臨床研究の推進と新たな医療技術の開発を遂
行する。

③－１ 先端医療・臨床研究推進センターの運営基盤を整備するとともに、近隣の医
療系大学との共同研究や中部先端医療開発円環コンソーシアムにおける他
の大学附属病院等との協力体制を活かし、先進的な臨床研究の推進及び
医療技術の開発を行う。

迅速な経営判断に基づく経営基盤の強化と効率的な組織運営を行うことに
より、自立的な経営を確立する。

④－１ 多角的な経営分析に基づく迅速な経営判断を行うため、病院長経営戦略室
に経営課題毎のプロジェクトチームを設置し検討を行う。また、その検討結
果に基づき、コスト削減等の経営改善を行い、経営基盤を強化する。
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24 ⑤ 47

① 48

49

② 50

51

① 52

53

54

災害時に地域の基幹病院、特定機能病院及び高度救命救急センターとして
の役割が果たせる体制を整備する。

⑤－１ 院内各部署の災害時の病院機能の継続（ＢＣＰ）を一元化して、方針・計画
を発展的に見直すとともに、実施及び運用等の取組フローを整備し、継続的
な改善により不足している点についての対応策を構築する。また、地域医療
機関等との連携を強化し、県の災害基幹病院として求められる役割を遂行
する。

（３）附属学校に関する目標 （３）附属学校に関する目標を達成するための措置
25 学校現場が抱える教育課題について先導的、実験的に取り組むことにより、

地域の教育力の向上に貢献する。
①－１ 学校現場が抱える教育課題の解決に寄与するため、附属学校の教育目標

のもとに各教科や特別活動等の教材と指導方法を開発し、その成果を岐阜
県小・中学校教科研究部会や地域の学校等に還元するとともに、教育学部・
教育学研究科の教育・研究に反映する。

①－２ 教育学部・研究科の協力の下、ＩＣＴの活用やグループワークを通してアク
ティブ・ラーニングを推進するとともに、その教育成果を学部教育、大学院教
育に還元する。

26 教育学部・教育学研究科の実践的な教育・研究に組織的に協力することに
より、学部・研究科の教育研究活動の充実に貢献する。

②－１ 教育学部が取り組んでいる理論と実践の往還型学修（ＡＣＴプラン）を更に強
化するため、１年生を対象とした観察実習（トライアル）と３年生を対象とした
教育実習（プラクティス）の教育効果を検証し、新たな時代に対応した教育実
習の指導体制を整備する。

②－２ 教育学部・教育学研究科の教員の実践的指導力を高めるため、附属学校に
おける授業観察、教材開発、授業実践等の受入体制を整備することにより、
学校現場における同学部・研究科教員の指導経験の割合を平成33年度ま
でに80％以上とする。

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
１　組織運営の改善に関する目標 １　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置
27 ①－１ 迅速、適確な意思決定やリスク・マネジメントなどガバナンス機能の強化に

向けて継続的に大学経営・組織運営体制の見直し・改善を行う。

①－２ 教員組織の若返りを図り、本学の教育・研究活動等に意欲を持って取り組
む教育職員を増やすため、平成28年度以降に採用する助教には原則として
テニュアトラック年俸制を適用し、年俸制適用の専任教員の割合を平成33年
度までに10％以上とする。

①－３ 効果的かつバランスの取れた組織運営を行うため、全学的視点や社会的要
請等を勘案した取り組みに対し、学内資源の再配分を戦略的に行うととも
に、経営協議会の外部委員等の意見を活用する。

学長のリーダーシップによる大学経営・組織運営のための体制を整備し、実
効性のある運営を推進する。
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55

56

② 57

58

59

29 ③ 60

① 61

62

63

64

①－４ 学長のリーダーシップが発揮できる環境に関する事項、ガバナンスや内部
統制に関する体制等について内部監査を定期的に実施する。また、監事機
能強化の趣旨を踏まえ、監事監査の結果等については、監事との協議によ
り引き続き業務に適切に反映させる。

28 女性・若手・外国人・障がい者等、多様な人材が活躍する環境を整備すると
ともに、女性研究者の育成と登用を促進する。

②－１ 女性・若手・外国人・障がい者等多様な人材の能力を、大学組織が必要とす
る創造性・革新性、変化への柔軟性を高める観点から活用する。特に、教員
に占める女性の割合を平成33年度までに21％以上に増やす。

②－２ 育児・介護等にあたる研究者のニーズを踏まえ、研究補助員配置制度の利
用促進など、研究支援体制を強化する。また、女性研究者の研究力向上に
つなげるため、近隣大学や民間企業等と連携して、平成33年度までの期間
において、学内公募型の研究費助成制度により、10％以上の女性研究者を
支援する。

②－３ 意欲と能力のある女性職員の登用促進策を検討実施し、管理職における女
性の登用率を平成33年度までに7.8％以上とする。

評価制度を充実させることにより、個人の能力及びその総体としての組織力
を高め、大学を活性化させる。

③－１ 年俸制の導入に合わせて教育職員個人評価制度を見直し、評価結果を数
値化することによりメリハリのある評価システムを構築する。

２　教育研究組織の見直しに関する目標 ２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置
30 強み・特色を明確にした大学を形成するため、ミッションの再定義を踏まえた

教育研究組織の再編・整備を推進する。
①－１ ＩＲ機能を積極的に活用し、学部・研究科の人材育成像、社会構造の変化等

を踏まえた教育研究組織の点検・見直しを行う。

①－２ 社会環境の変化等に対応した理工系人材を育成するため、修士課程を中
心とした再編整備を行う。

①－３ 大学院連合獣医学研究科の再編を含め、大学院における獣医学教育を充
実する。

①－４ 所属の枠を超えた全学的な教員組織体制を整備し、機動的な組織運営を行
う。

３　事務等の効率化・合理化に関する目標 ３　事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

①－５ 40歳未満の優秀な若手教員の活躍の場を全学的に拡大し、教育研究を活
性化するため、若手教員の雇用に関する計画に基づき、退職金に係る運営
費交付金の積算対象となる教員（いわゆる承継枠）としての雇用を促進し、
承継枠における若手教員の比率を平成33年度までに20.4％以上とする。
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① 65

66

67

① 68

69

70

① 71

72

① 73

74

31 事務処理の効率化・合理化を推進するとともに、適正な人事計画により事務
組織力を高め、大学経営・組織運営のサポート体制を充実させる。

①－１ 職員研修、資産運用等の事務処理の改善に向けて東海地区の国立大学法
人間連携による取り組みを進める。

①－２ 業務フローの点検・見直しを行い、電子決裁による業務フローシステムを構
築する。

①－３ 年齢構成、業務経験等を考慮した適正な人事配置を行うとともに、本学の卒
業生や民間企業等の勤務経験者など多様な人材を採用する。

Ⅲ　財務内容の改善に関する目標 Ⅲ　財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置
１　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 １　外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための

措置

32 自己収入を増加させ、安定した財政基盤を維持する。 ①－１ プロジェクト・ディレクター制度（科学研究費助成事業の申請書作成支援制
度）を見直して個々の教員に適した支援体制を確立し、科学研究費助成事
業の第３期中期目標期間中の目標総額を48億円とする。

①－２ 必要となる獣医師を確保するとともに大型診療機器を計画的に更新するな
ど、中部地域における高度先進獣医療を提供する中核動物医療施設として
の機能を強化するため、附属動物病院の自己収入を増加させる。

①－３ 留学生支援、国際交流、特色ある研究活動及び地域貢献などを充実・発展
させるため、卒業生・地元企業・職員への募金依頼を積極的に行い、岐阜大
学基金の第３期中期目標期間中の受入目標総額を１億５千万円とする。

２　経費の抑制に関する目標 ２　経費の抑制に関する目標を達成するための措置
33 財務データを分析することにより、学内資源の重点配分、一般管理費率の

抑制等を推進する。
①－１ 財務分析に基づいた適切な予算管理や配分を通じて、改革ビジョンに沿っ

た事項へ学内資源を重点配分する。

①－２ 教職員のコスト削減に関する意識の徹底、各種契約の見直しなどにより、業
務費に対する一般管理費の比率を3.2％未満に抑制する。

３　資産運用管理の改善に関する目標 ３　資産運用管理の改善に関する目標を達成するための措置
34 保有資産の効果的、効率的な運用を推進する。 ①－１ 土地、建物などの利用状況の点検・評価を行い、外部への貸出等有効活用

を進める。

①－２ 有価証券、預貯金等の収益を学長裁量経費の財源として充てるため、有価
証券等を引き続き安全で効率的に運用する。

Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 Ⅳ　自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにと
るべき措置

１　評価の充実に関する目標 １　評価の充実に関する目標を達成するための措置
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① 75

76

77

① 78

79

80

① 81

82

83

① 84

85

① 86

35 評価方法及び体制を充実することにより、より効果的な自己点検・評価活動
を実施し、組織運営の改善につなげる。

①－１ 評価室の行う評価業務を継続的に見直し、評価室規程や評価業務実施要
項、評価方針等を改正し、評価業務をより適切に実施する。

①－２ 保有データや分析結果の共有などを通じ、評価業務における評価室とＩＲ室
の連携を強化する。

①－３ ミッションの再定義で明らかとなった各組織の特性や強みについて組織評価
を実施する。

２　情報公開や情報発信等の推進に関する目標 ２　情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置
36 情報発信方法を改善し、より広い範囲に本学の実情や教育・研究活動の成

果の発信を行うことにより、広報実践力を高め、大学の説明責任を果たす。
①－１ 効果的な情報発信を行うため、広報内容に応じて、発信の時期、内容及び

媒体の選択等を戦略的に企画・実施するとともに、その効果を随時検証し、
広報方法を改善する。

①－２ 閲覧者の目的に応じた情報の提供ができるよう、本学ウェブページにおける
情報内容及び提示方法を検証し改善する。

①－３ 海外協定大学との連携活動を、国際版ウェブページを介して相互発信する
ことにより、国際的な情報発信力を強化する。

Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標 Ⅴ　その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置
１　施設設備の整備・活用等に関する目標 １　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置
37 大学の教育研究に関する目標の実現や、経営的視点を踏まえたキャンパス

全体の整備構想に基づき、良好な教育研究環境を形成する。
①－１ キャンパスマスタープランに基づき、計画的な整備を行う。

①－２ 強みや特色を生かした教育研究の充実に向け、環境へ配慮した大学運営を
行うとともに、既存施設の点検を行い、点検結果に応じ活用方法を改善す
る。

①－３ ＰＦＩ事業（岐阜大学総合研究棟施設整備事業）を引き続き推進する。

２　安全に関する目標 ２　安全に関する目標を達成するための措置
38 事故等を未然に防止するため安全管理体制及び危機管理体制を整備し、

学生、教職員の安全確保や意識向上を通じた安全文化を醸成する。
①－１ 学生、教職員の安全環境に対する意識向上に資するため、対象者ごとにき

め細かい各種講習会（作業環境測定説明会、薬品管理支援システム取扱
説明会等）を実施し、災害、事件・事故等や日常業務に対応する安全衛生教
育を推進する。

①－２ 大規模災害等に対する危機管理体制について点検を行い、体制を強化す
る。

３　法令遵守に関する目標 ３　法令遵守に関する目標を達成するための措置
39 学内規則を含めた法令遵守の徹底及び情報セキュリティ対策の強化を行

い、適正かつ円滑な法人運営を実施する。
①－１ 学内規則を含めた法令遵守を徹底するため、法令遵守に関するマニュアル

を改訂するとともに、教職員に対する研修を実施する。
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87 ①－２ 情報管理を徹底するため情報セキュリティ最高責任者（CISO）のもとに設置
された情報管理対策室を中心に、定期的な情報セキュリティ管理体制の点
検、全構成員に対する情報セキュリティ教育の徹底などを実施する。
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40 ② 88

・

・

・教育、研究、診療の質の向上及び組織運営の改善
に充てる。

・

・

・

研究における不正行為、研究費の不正使用を未然に防止するため、倫理教
育の強化等による不正を未然に防止する体制、組織の管理責任体制を整
備する。

②－１ 研究不正、研究費不正に対する啓発活動や監査機能を強化するとともに、
対象者ごとに参加を義務付けたきめ細かい研修を実施する。

Ⅵ　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画
別紙参照

Ⅶ　短期借入金の限度額
１　短期借入金の限度額

2,837,698千円

２　想定される理由
運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費
として借り入れることが想定されるため。

Ⅷ　重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画
１　重要な財産を譲渡する計画

応用生物科学部附属岐阜フィールド科学教育研究センター位山演習林の土地の一
部（岐阜県下呂市萩原町山之口字曲り木１７９７番１（２，９９８．４３㎡））を譲渡す
る。

２　重要な財産を担保に供する計画
附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学の土地を
担保に供する。

Ⅸ　剰余金の使途
毎事業年度の決算において剰余金が発生した場合は、その全部又は一部を、文部
科学大臣の承認を受けて、

Ⅹ　その他
１　施設・設備に関する計画

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財源
岐阜大学総合研究棟施
設整備事業（PFI）

総額

　　　　　　1,261

施設整備費補助金 （ 985百万円 ）

総合研究棟改修Ⅳ
（工学系）

小規模改修 （独）大学改革支援・学位授
与機構施設費交付金

（ 276百万円 ）

12



42　岐阜大学

（１）

（２）

（３）

（４）

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み　

（PFI事業）
岐阜大学総合研究棟施設整備事業

・ 事業総額：　2,740百万円
・ 事業期間：　平成15年～29年度（15年間）

（単位：百万円）

（注１） 施設・設備の内容、金額については見込みであり、中期目標を達成する
ために必要な業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度
合等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもある。

（注２） 小規模改修について平成28年度以降は平成27年度同額として試算して
いる。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、（独）大学改革支援・学位授与
機構施設費交付金については、事業の進展等により所要額の変動が予
想されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等
において決定される。

２　人事に関する計画
教員組織の若返りを実現するために、新規に採用する助教は原則としてテニュアト
ラック年俸制を適用する。

教員に占める女性の割合及び管理職における女性の登用率を高める。

年齢構成、業務経験等を考慮した適正な人事配置を行うとともに、本学の卒業生や
民間企業等の勤務経験者など多様な人材を採用する。

海外実務研修をはじめ、教職員の国際性向上に資する研修を実施する。

106,158百万円（退職手当は除く。）
３　中期目標期間を超える債務計画

　　　　　　　　年度

 財源
H28 H29 H30 H31 H32 H33

中期目標
期間小計

次期以降
事業費

総事業費

施設整備費補助
金

165 169 － － － － 334 0 334

運営費交付金 32 28 － － － － 60 0 60

13



42　岐阜大学

（長期借入金）
（単位：百万円）

（リース資産）
該当無し

（注） 金額はPFI事業契約に基づき計算されたものであるが、PFI事業の進展、
実施状況及び経済情勢・経済環境の変化等による所要額の変更も想定
されるため、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程にお
いて決定される。

　　　　　　　　年度

 財源
H28 H29 H30 H31 H32 H33

中期目標
期間小計

次期以降
償還額

総債務
償還額

長期借入金償還金
（大学改革支援・学
位授与機構）

2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 2,132 12,792 10,269 23,061

（注） 金額については、見込みであり、業務の実施状況等により変更されるこ
ともある。

４　積立金の使途
教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業務

14



42　岐阜大学

別表１（学部、研究科等） 別表（収容定員）

教育学部 教育学部 人
地域科学部 （うち 教員養成に係る分野 人 ）
医学部 地域科学部 人
工学部 医学部 人
応用生物科学部 （うち 医師養成に係る分野 人 ）
教育学研究科 工学部 人
地域科学研究科 応用生物科学部 人
医学系研究科 （うち 獣医師養成に係る分野 人 ）
工学研究科 教育学研究科 人
自然科学技術研究科 うち 修士課程 人
連合農学研究科 専門職学位課程 人

岐阜大学 地域科学研究科 人
静岡大学 （うち 修士課程 人 ）

※ 連合大学院である 医学系研究科 人
連合獣医学研究科 うち 修士課程 人

岐阜大学 博士課程 人
帯広畜産大学 工学研究科 人
岩手大学 （うち 博士課程 人 ）
東京農工大学 自然科学技術研究科 人

※ 連合大学院である （うち 修士課程 人 ）
連合創薬医療情報研究科 連合農学研究科 人

岐阜大学 （うち 博士課程 人 ）
岐阜薬科大学 連合獣医学研究科 人

※ 連合大学院である （うち 博士課程 人 ）
連合創薬医療情報研究科 人

（うち 博士課程 人 ）

別表２（教育関係共同利用拠点）

【教育関係共同利用拠点】
医学教育開発研究センター

610
2,100

40
222
16

学　 部

学　 部

1,000
1,000

420
950

840
180
138
88
50
40

60
60

206
81
81

研究科

24
24
18
18

750
750

研究科
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(別紙)予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

大学等名　　岐阜大学

（単位：百万円）

収入
運営費交付金
施設整備費補助金
船舶建造費補助金
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金
自己収入

授業料及び入学料検定料収入
附属病院収入
財産処分収入
雑収入

産学連携等研究収入及び寄附金収入等
長期借入金収入

支出
業務費

教育研究経費
診療経費

施設整備費
船舶建造費
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等
長期借入金償還金

［人件費の見積り］
中期目標期間中総額106,158百万円を支出する。（退職手当は除く。）

１．予算

区　　分 金　　額

66,914
985

0
276

141,886
26,978

112,351
0

1,261

2,557
12,370

0

222,431

0
12,370
15,347

222,431

193,453
96,449
97,004

計

計

平成28年度～平成33年度　予算
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42　岐阜大学

注）人件費の見積りについては、平成29年度以降は平成28年度の人件費
見積り額を踏まえ試算している。

注）退職手当については、国立大学法人岐阜大学職員退職手当規則及び
国立大学法人岐阜大学役員退職手当規則に基づいて支給することとす
るが、運営費交付金として交付される金額については、各事業年度の
予算編成過程において国家公務員退職手当法に準じて算定される。

注）組織設置に伴う学年進行の影響は考慮していない。

［運営費交付金の算定方法］
○　毎事業年度に交付する運営費交付金は、以下の事業区分に基づき、それ

ぞれに対応した数式により算定して決定する。

Ⅰ〔基幹運営費交付金対象事業費〕
①「教育研究等基幹経費」：以下の事項にかかる金額の総額。

Ｄ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＤ（ｙ）。
・　学部・大学院の教育研究に必要な教職員のうち、設置基準に基づ

く教員にかかる給与費相当額及び教育研究経費相当額。
・　附属学校の教育研究に必要な教職員のうち、標準法に基づく教員

にかかる給与費相当額。
・　学長裁量経費。

②「その他教育研究経費」：以下の事項にかかる金額の総額。
Ｅ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＥ（ｙ）。
・　学部・大学院及び附属学校の教育研究に必要な教職員（①にかか

る者を除く。）の人件費相当額及び教育研究経費。
・　附属病院の教育研究診療活動に必要となる教職員の人件費相当額

及び教育研究診療経費。
・　附属施設等の運営に必要となる教職員の人件費相当額及び事業経

費。
・　法人の管理運営に必要な職員（役員を含む）の人件費相当額及び

管理運営経費。
・　教育研究等を実施するための基盤となる施設の維持保全に必要と

なる経費。
③「機能強化経費」：機能強化経費として、当該事業年度において措置

する経費。

　〔基幹運営費交付金対象収入〕
④「基準学生納付金収入」：当該事業年度における入学定員数に入学料
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42　岐阜大学

標準額を乗じた額及び収容定員数に授業料標準額を乗じた額の総額。
（平成28年度入学料免除率で算出される免除相当額については除外。
）

⑤「その他収入」：検定料収入、入学料収入（入学定員超過分等）、授
業料収入（収容定員超過分等）及び雑収入。平成28年度予算額を基準
とし、第３期中期目標期間中は同額。

Ⅱ〔特殊要因運営費交付金対象事業費〕
⑥「特殊要因経費」：特殊要因経費として、当該事業年度において措置

する経費。

Ⅲ〔附属病院運営費交付金対象事業費〕
⑦「一般診療経費」：当該事業年度において附属病院の一般診療活動に

必要となる人件費相当額及び診療行為を行う上で必要となる経費の総
額。Ｉ（ｙ－１）は直前の事業年度におけるＩ（ｙ）。

⑧「債務償還経費」：債務償還経費として、当該事業年度において措置
する経費。

　〔附属病院運営費交付金対象収入〕
⑨「附属病院収入」：当該事業年度において附属病院における診療行為

によって得られる収入。Ｋ（ｙ－１）は直前の事業年度における
Ｋ（ｙ）。

１．毎事業年度の基幹運営費交付金は、以下の数式により算定する。
　　Ａ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ）＋ Ｅ（ｙ）＋ Ｆ（ｙ）－ Ｇ（ｙ）

　（１）Ｄ（ｙ）＝ Ｄ（ｙ－１）× β（係数）

　（２）Ｅ（ｙ）＝｛Ｅ（ｙ－１）× α（係数）｝× β（係数）± Ｓ（ｙ）± Ｔ（ｙ）

　　　　　　　　　＋ Ｕ（ｙ）

　（３）Ｆ（ｙ）＝ Ｆ（ｙ）

　（４）Ｇ（ｙ）＝ Ｇ（ｙ）

-------------------------------------------------------------------
Ｄ（ｙ）：教育研究等基幹経費（①）を対象。
Ｅ（ｙ）：その他教育研究経費（②）を対象。
Ｆ（ｙ）：機能強化経費（③）を対象。なお、本経費には新たな政策課

 題等に対応するために必要となる経費を含み、当該経費は各

運営費交付金 ＝ Ａ（ｙ）＋ Ｂ（ｙ）＋ Ｃ（ｙ）
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42　岐阜大学

 事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体
 的な額を決定する。

Ｇ（ｙ）：基準学生納付金収入（④）、その他収入（⑤）を対象。
Ｓ（ｙ）：政策課題等対応補正額。

新たな政策課題等に対応するための補正額。各事業年度の
予算編成過程において当該事業年度における具体的な額を
決定する。

Ｔ（ｙ）：教育研究組織調整額。
学部・大学院等の組織整備に対応するための調整額。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度における
具体的な調整額を決定する。

Ｕ（ｙ）：教育等施設基盤調整額。
施設マネジメントにおける維持管理の状況に対応するため
の調整額。各事業年度の予算編成過程において当該事業年
度における具体的な調整額を決定する。

２．毎事業年度の特殊要因運営費交付金は、以下の数式により算定する。
　　Ｂ（ｙ）＝ Ｈ（ｙ）
-------------------------------------------------------------------

Ｈ（ｙ）：特殊要因経費（⑥）を対象。なお、本経費には新たな政策課
 題等に対応するために必要となる経費を含み、当該経費は各
 事業年度の予算編成過程において当該事業年度における具体
 的な額を決定する。

３．毎事業年度の附属病院運営費交付金は、以下の数式により算定する。
　　Ｃ（ｙ）＝｛Ｉ（ｙ）＋ Ｊ（ｙ）｝－ Ｋ（ｙ）

　（１）Ｉ（ｙ）＝ Ｉ（ｙ－１）± Ｖ（ｙ）
　（２）Ｊ（ｙ）＝ Ｊ（ｙ）
　（３）Ｋ（ｙ）＝ Ｋ（ｙ－１）± Ｗ（ｙ）
-------------------------------------------------------------------

Ｉ（ｙ）：一般診療経費（⑦）を対象。
Ｊ（ｙ）：債務償還経費（⑧）を対象。
Ｋ（ｙ）：附属病院収入（⑨）を対象。
Ｖ（ｙ）：一般診療経費調整額。

直近の決算結果等を当該年度の一般診療経費の額に反映さ
せるための調整額。各事業年度の予算編成過程において当
該事業年度における具体的な調整額を決定する。

Ｗ（ｙ）：附属病院収入調整額。
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直近の決算結果等を当該年度の附属病院収入の額に反映さ
せるための調整額。各事業年度の予算編成過程において当
該事業年度における具体的な調整額を決定する。

　【諸係数】
α（アルファ）：機能強化促進係数。△1.2％とする。

第３期中期目標期間中に各国立大学法人における教育研
究組織の再編成等を通じた機能強化を促進するための係
数。

β（ベータ）：教育研究政策係数。
物価動向等の社会経済情勢等及び教育研究上の必要性を
総合的に勘案して必要に応じ運用するための係数。
各事業年度の予算編成過程において当該事業年度におけ
る具体的な係数値を決定する。

注）中期計画における運営費交付金は上記算定方法に基づき、一定の仮定の
下に試算されたものであり、各事業年度の運営費交付金については、予
算編成過程において決定される。

　　なお、運営費交付金で措置される「機能強化経費」及び「特殊要因経費
」については、平成29年度以降は平成28年度と同額として試算している
が、教育研究の進展等により所要額の変動が予想されるため、具体的な
額については、各事業年度の予算編成過程において決定される。

注）施設整備費補助金、大学改革支援・学位授与機構施設費交付金及び長期
借入金収入は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上してい
る。

注）自己収入並びに産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、平成
28年度の受入見込額により試算した収入予定額を計上している。

注）産学連携等研究収入及び寄附金収入等は、版権及び特許権等収入を含
む。

注）業務費及び施設整備費については、中期目標期間中の事業計画に基づき
試算した支出予定額を計上している。

注）産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄
附金収入等により行われる事業経費を計上している。
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注）長期借入金償還金については、変動要素が大きいため、平成28年度の償
還見込額により試算した支出予定額を計上している。

注）上記算定方法に基づく試算においては、「教育研究政策係数」は１と
し、「教育研究組織調整額」、「教育等施設基盤調整額」、「一般診療
経費調整額」及び「附属病院収入調整額」については、０として試算し
ている。また、「政策課題等対応補正額」  については、平成29年度以
降は、平成28年度と同額として試算している。

２．収支計画

大学等名　　岐阜大学

（単位：百万円）

費用の部
経常費用

業務費
教育研究経費
診療経費
受託研究費等
役員人件費
教員人件費
職員人件費

一般管理費
財務費用
雑損
減価償却費

臨時損失

収入の部
経常収益

運営費交付金収益
授業料収益
入学金収益

平成28年度～平成33年度　収支計画

区　　分 金　　額

218,439
218,439
197,020
22,452
56,244
7,667

691
61,618
48,348
5,798
1,352

0
14,269

0

223,363
223,363
66,887
22,035
3,268
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42　岐阜大学

検定料収益
附属病院収益
受託研究等収益
寄附金収益
財務収益
雑益
資産見返負債戻入

臨時利益
純利益
総利益

注）受託研究費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。
注）受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含

む。
注）純利益及び総利益には、附属病院における借入金返済額（建物、診療機

器等の整備のための借入金）が、対応する固定資産の減価償却費よりも
大きいため発生する会計上の観念的な利益を計上している。

３．資金計画

大学等名　　岐阜大学

（単位：百万円）

資金支出
業務活動による支出
投資活動による支出
財務活動による支出
次期中期目標期間への繰越金

資金収入
業務活動による収入

運営費交付金による収入
授業料及び入学料検定料による収入
附属病院収入

112,351
7,667
4,523

120

224,985
202,817

2,437
3,208

0
4,924
4,924

4,267
15,347
2,554

224,985
221,170
66,914
26,978

112,351

区　　分

平成28年度～平成33年度　資金計画

金　　額

867
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42　岐阜大学

受託研究等収入
寄附金収入
その他の収入

投資活動による収入
施設費による収入
その他の収入

財務活動による収入
前中期目標期間よりの繰越金

注）施設費による収入には、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にお
ける施設費交付事業にかかる交付金を含む。

１．平成２８年４月に提出いただいた一覧表に変更を反映したものを提出してください。
２．変更のない項目も含めて一覧表全体を提出してください。（別表、別紙も含む）
３．枚数が複数になる場合は、両面印刷とし、ホチキスはせず、クリップで留めてください。また、ページ番号を記載し、各ページの右肩に法人
番号と大学名が表示されるようにしてください。
４．中期目標と中期計画にはそれぞれ通し番号を任意の形式で付してください。

2,557
1,261
1,261

0

7,667

0
2,554

4,703
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